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会  議  次  第 会 議 結 果 

 

１ 会長あいさつ 

２ 審議事項 

（１） 公営企業会計法適用について 

浦幌町簡易水道・下水道事業地方公営企業法適用基本計画説明資料 

浦幌町簡易水道事業・下水道事業地方公営企業法適用基本計画書(案) 

浦幌町簡易水道事業・下水道事業地方公営企業法適用基本計画概要版 

３ その他 

    水道料金の改定について 

 

 

廣橋会長 

 

内容のとおり説明 

 

 

 

内容のとおり報告 

審 議 の 概 要 

 

（１）公営企業会計法適用について 

質問：公営企業会計に移行することによる料金の引き上げが心配。また、災害による水道管本管の破

裂によって維持補修管理等が必要になると思うが、それに対する取り組みや考え方をお聞かせ

願いたい。 

回答：料金については、公営企業会計に移行することによって、極力引き上げを抑えるという方針で

す。しかしながら人口減少により料金収入は減るので、上がる可能性はあります。ただし、公

営企業会計に移行することによって、なぜ料金を上げるのかという理由等が明確化されるた

め、料金改定の内容が適正かどうかを審議しやすくなると思います。 

   災害等への取り組みについては、公営企業会計と並行して、浦幌町全体の水道計画である浦幌

町水道ビジョンという計画の策定を現在進めております。これは公営企業会計に移行するにあ

たって、並行してどういうものを将来やっていくかという内容で、浦幌町に 7 箇所ある浄水場

を重要なところに絞って整備します。水道管については耐用年数だけでなく主要道路や大きな

橋がかかっているところなどを重点的に計画するなど、優先順位を決めて、それにかかる費用

や年数を勘案して整備していきます。 

 

 



 

 

審 議 の 概 要 

 

質問：基本計画書(案)の 27ページに書いてある企業債とはどういうお金で、どこから来るのか。 

回答：地方債というもので、国からいただくものです。よく使っているのが過疎債といわれているもの

と、水道だと簡易水道事業債や下水道債があり、これは一度国からお金を借りて後程返していく

形になります。過疎債においてはお金を返していきますが、地方交付税で７割が返ってくるなど、

借りた分を全部返すというわけではありません。 

 

３ その他（質疑なし） 

 

会議録の公開期日 令和４年 ３月３１日まで 

 


